
転出されるみなさんへ

これまで市政にご協力をいただき誠にありがとうございました。

市外へ引っ越すときの主な手続きやお知らせです。

このほかに手続きが必要な場合もあります。

●住所変更・印鑑証明 戸籍住民課（広域センタービル庁舎⑤番窓口）　☎0143-25-2416

　マイナンバーカード 蘭東支所（東室蘭駅自由通路東口側）　　　　　　☎0143-46-1111

【住民票は、居住関係の証明の基礎となる大切なものです】

□住民票の転出届 ・届出期間　　　転出予定日の14日前から可能

　※マイナンバーカードを ・必要なもの　　本人の届出…本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

　　　持っている人も必ず 　　　　　　　　　　代理人の届出…本人自筆の委任状、代理人の本人確認書類

　　　届出が必要です。 ・転入先市町村に転入してから14日以内に、下記を持参し転入手続きを行って下さい。

 届出方法：窓口、郵送、ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙ 　（転出証明書（又は個人番号カード・住基カード）、本人確認書類）　※詳しくは転入先市町村に確認して下さい。

※転出届を提出後、転出をやめたときは、速やかに転出証明書又はマイナンバーカードを持って、上記窓口で転出取消の手続きをして下さい。

※すでに個人番号カードの申請をしていてまだ受け取っていない場合は、室蘭市での交付申請は取り消されます。新住所地に転入手続き後に

再度申請する必要があります。

【以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きです】

□印鑑登録をしている人 ・転出届をすると自動的に印鑑登録の資格がなくなります。（届出不要）

・印鑑登録証は転出予定日までに上記窓口へお返しいただくか、または破棄して下さい。

□個人番号カード 【転入先市町村での手続き】

　（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ） ・転入先市町村に当該カードを持参し、転入届（4桁の暗証番号の入力が必要）と

　住民基本台帳カード 　カード継続利用及び新住所記載の手続き（世帯全員分のカード必須）をして下さい。

　を持っている人 ・転入先市町村において、転出予定日から30日以上又は転入日から14日以上経過後に

  転入届をした場合、カードが失効しますのでご注意下さい。

【国外に転出する人】

・国外に転出する人は、通知カード・個人番号カードの返納手続きが必要です。カードに

　国外に転出することを記載してお渡ししますので、窓口に提出して下さい。

□電子証明書の交付を ・個人番号カードの署名用電子証明書…転入先の市区町村で新たに申請が必要です。

　受けている人 ・住民基本台帳カード…平成27年12月で制度が終了したため転入先で電子証明書を

　格納することはできません。新たに電子証明書が必要な方は、個人番号カードを申請

　することで電子証明書の交付を受けることができます。

●国民健康保険 保険年金課給付係（広域センタービル庁舎）☎0143-25-2702

□国民健康保険加入者 ・転出すると国民健康保険被保険者の資格が無くなります。

・転出予定日にまでに上記保険年金課窓口で手続きして下さい。

●後期高齢者●医療受給者証 保険年金課給付係（広域センタービル庁舎①番窓口）☎0143-25-3026

□後期高齢者医療制度 ・道外への転出…負担区分証明書を発行いたしますので、上記保険年金課窓口で

　加入者 　　　　　　　　　　　手続きして下さい。保険証は転出予定日までに返還して下さい。

・道内への転出…転出予定日までに保険証を返還して下さい。

□医療費受給者証 ・医療受給者証を上記保険年金課窓口または蘭東支所へ返還して下さい。

（子ども・重度心身障害者・ ・転出後は、室蘭市の国民健康保険証及び各種医療費受給者証を使用できません。

　ひとり親家庭等） 　転入先市町村で速やかに加入の手続きをして下さい。誤って使用した場合は、

　の交付を受けている人 　かかった医療費等は室蘭市に返納していただくことになります。

　 ・転入先市町村で課税証明書が必要になりますので、市税課（広域センタービル庁舎）

　又は蘭東支所で証明書の交付を受けて下さい。

●介護保険 高齢福祉課（本庁舎１階）介護保険係☎0143-25-3027、介護認定係☎0143-25-2881

□介護保険加入者 ・転出届時に渡しております「高齢福祉課からのお知らせ」をご覧下さい。

・介護認定を受けている方は「受給資格証明書」を高齢福祉課窓口（本庁舎１階）又は

　郵送でお渡しします。転入先市町村の介護保険担当窓口にこの証明書を提出して下さい。

●児童手当●児童扶養手当 子育て支援課児童福祉係（本庁舎１階）☎0143-25-2494

□児童手当を受給している人 ・保険年金課（広域センタービル庁舎）、蘭東支所又は子育て支援課（本庁舎１階）で

　手続きして下さい。

・公務員の方は勤務先へ届出をして下さい。

□児童扶養手当を受給している人 ・子育て支援課（本庁舎１階）で手続きして下さい。

裏面もご覧下さい。 

【各庁舎のご案内】
広域センタービル1階　　：海岸町1-4-1
本庁舎（室蘭市役所）　 ：幸町1-2
蘭東支所　　　　　　　　　：東町2-29-4（東室蘭駅通路内）
保健センター　　　　　　　：東町4-20-6



●水道を利用している人 ・水道部料金課（寿町1-11-16）☎0143-44-6118へご連絡下さい。

●125cc以下のバイクを ・廃車等（125cc以下）の手続きは、市税課（広域センタービル庁舎☎0143-25-2293）で

　所有している人 　行って下さい。

●犬を飼っている人 ・手続きは不要です。転入先市町村で犬の所在地変更を行って下さい。

　地域生活課（本庁舎☎0143-25-2381）

●国外へ転出する人 ・在外選挙人名簿への出国時登録申請ができます。選挙管理委員会（本庁舎☎0143-25-2800）

　転出届の際に戸籍住民課又は蘭東支所でも申請することができます。

・室蘭市に納税義務がある場合は納税管理人を定める必要がありますので、

　市税課（広域センタービル庁舎）にて手続きを行って下さい。

　市民税・軽自動車税☎0143-25-2294、固定資産税☎0143-25-2707

・国民年金に加入している場合（国外在住の国民年金加入者も含む）は、国外転出の際、

　国民年金資格喪失、国民年金任意加入申出、任意加入の再申出などの届出が必要です。

　保険年金課（広域センタービル庁舎④窓口）で手続きを行って下さい。

　保険年金課国民年金担当☎0143-25-3025

●妊娠中、 ・室蘭市での手続きは不要です。転出後、室蘭市の各種健康診査・検査受診票は使用できません。

　産後１か月未満の人 　健康診査・検査費用等の助成に関しては、転入先市町村にご確認下さい。

　R6年3月まで　健康推進課（保健センター3階）☎0143-45-6610

　R6年4月から　こども家庭センター　ここらん（保健センター5階）☎0143-45-2022

●予防接種は ・未接種の予防接種がある場合は、転入先市町村に接種方法をご確認下さい。

　健康推進課（保健センター3階）☎0143-45-6610

室　蘭　市 R6.3月

転出される皆さまへ
これまで室蘭市に住んでいただき、ありがとうございまし
た。新しいまちでの生活が始まっても、どうぞお体に気を
つけてお過ごしください。
ここでは、離れていても室蘭を感じていただけるコンテン
ツを紹介いたします。

室蘭市公式LINE

右の二次元コードから
室蘭の最新情報を確認で
きます。ぜひご覧くださ
い。

室蘭ふるさと納税

皆さまの慣れ親しんだ味を返
礼品としてご用意しておりま
す。詳しくは右の二次元コー
ドよりご覧ください。


